
聖
徳
太
子
憲
法
十
七
條
ご
勝
鬘
經
十
大
受
こ
の

思
想
内
容

に
就
て
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小

笠

原

秀

實

第

鬮

章

規
制
性

一
般
に
對
す
る
考
察

同
、

　

ラ

ユ

　

　

　

こ
曳
に
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
條
・こ
、
勝
鬘
經
に
於
け
る
十
大
受
-こ
の
組
織
構
造
、

井
び
に
二
つ
の
も
の

曳
論
理
的
關
係
を
考
察
し
た
い

ε
思
ふ
。

抑
も
憲

法
十
七
條
は
國
家
統
制
の
根
本
規
約
で
あ
り
、
十
大
受
は
佛
道
修
行
の
原
則
、
就
中
大
乘
戒
の
根
本
精
瀞
で
あ
る
。

一
つ
は
世
聞

法
で
あ
り

、
他
は
出
世
聞
法
で
あ
ろ
。

こ
の
異

れ
る
二
つ
の
律
法
に
於
て
、
払
定
の
關
係
を
見
出
す
こ
ご
が
出
來
る
で
あ
ら
う
か
。
か
り
に

何
か
の
關
係
が
見
出
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
た
璽
表
面
的
な
類
似

に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な

い
か
。

叉
さ
う
で
な

い
、こ
す
る
な
ら
ば
、
結

局
牽
強
附
會
の
読
明
で
あ
り
、
結
合
さ
せ
て
な
ら
な
い
も
の
を
結
び
合
は
せ
、

混
同
ε
錯
誤
の
俑
を
な
す
に
過
ぎ
な

い
で
は
な
い
か
。
云
は

璽
無
用
の
企
で
あ
り
、
寧
ろ
有
害
な
試
で
は
な

い
か
。

更
に
叉
佛
教
徒
-こ
し
て
こ
の
二
つ
の
も
の

」
關
係
を
定
立
し
、
王
法
佛
法
不
離

一
軆

を
主
張
す

る
な
ら
ば
、
結
局

「
我
が
佛
奪
し
し
ε
云
ふ
獨
斷
の

一
失
を
繰
返
す
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。



か
う
し
た
さ
ま
ム
丶
の
問
題
を
持
ち
な
が
ら
、
長
か
ら
ぬ
こ
の
考
察
を
始
め
た
い
ーこ
思

ふ
。

二

、

憲
法
十
七
條
が
國
家
統
制
の
根
本
規
約
で
あ
り
、
十
大
受
が
大
乘
戒
の
骨
目
で
あ
る
點
よ
り
し
て
、

二
つ
の
も
の

転
關
係
は
、
や
が
て
國

家
-こ
宗
教

・こ
の
關
係

・こ
も
な
り
、
團
體
生
活
全
般
の
規
制
・こ
、

個
人
心
靈
の
自
得
完
成
・こ
の
關
係
ε
も
な
り
、
同
時

に
こ
の
こ
・こ
は
法
律
・こ

道
徳
、こ
宗
教
ε
の
鼎
立
關
係
ε
も
な
る
。

從
つ
て
こ
の
關
係
に
つ
い
て

一
定
の
解
決
を
求
む
る
こ
・こ
は
、
こ
れ
ら
す

べ
て
に
亘
る
根
本
關
係

の
解
決

を
要
求
す
る
こ
ε
に
な
る
べ
き

で
あ
る
。

・

∂

こ
の
理
由
に
依

つ
て
、
例

へ
ば
憲
法
十
七
條
に
も
「絶
餮
棄
欲
」

ε
し
て
貪
欲
を
戒
め
ら
れ
る
箇
條
が
あ
り
、
十
大
受
に
も
「不
起
樫
心
」
'

・こ
し
て
同
じ
く
貪
欲
を
戒
め
ら
れ
る
箇
條
が
あ
る
ε
云
ふ
こ
ーこ
だ
け
で
、
そ
の
類
似
を
決
定
し
、

兩
者
は

一
體
不
離

で
あ
る
・こ
斷
定
し
去
る

こ
ε
が

出
來
な

い
關
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
貪
欲
は
共

に
貪
欲
で
あ
る
が
、

國
憲
・こ
し
て
戒
め
ら
れ
る
貪
欲
-こ
、
上
求
菩
提
、こ
し
て
抑
止
さ

れ
る
貪

欲
,こ
は
意
味
を
別
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
,こ
共
に
こ
の
二
つ
の
も
の
～
聞
に
は
、
何
の
關
係
も
な
い
、こ
速
斷
す
る
こ
、こ
も
出
來

な
い
。

そ
は
二
つ
の
も
の
」
間

に
は
精
紳
の
論

理
的
展
開
の
段
階
に
應
じ
て
、

離
る
べ
か
ら
ざ
る
關
係
が
成
立
す
る
・こ
も
考

へ
得
ら
れ
る
か

ら
で
あ

る
。

か
く
て
こ
の
微
細
な
る
關
係
を
精
密
に
考
究
し
、
離
合
の
諸
點
を
明
確

に
批
剿
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ε
に
な

る
の
で
あ
る
。

こ
れ

は
毛
髮

の
細
を
更
に
分
解
す
る
が
如
き
學
弊
の
如
き
で
あ
る
が
、

こ
の
聞
に
於
け
る

一
點
の
瞹
昧
が
、
ひ
い
て
王
法
ε
佛
法
ε
の
關
係

に
及

び
、
國
家
ε
宗
教
,こ
の
關
係
、
.井
び
に
團
體
生
活
ε
個
人
心
靈
の
解
放

、こ
の
關
係
に
及
ぶ
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
研
究
は
、
か
う
し
た

廣
汎
に
亘
る
問
題
を
、
極
め
て
具
象
的

に
し
て
現
實
的
な
る
憲
法
十
七
條
・こ
十
大
受
・こ
の

關
係

に
壓
縮
し
、

一
面

に
於
て
は
純
粹
館
納
的
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に
、
叉
他
面
に
於
て
は
純
粹
演
繹
的
に
攻
究
し
て
、

こ
の
こ
・こ
の
結
論
を
、
や
が
て
廣
汎
の
問
題
に
邇
用
し
得
べ
き

契
機
を
持
ち
た

い
・こ
云

ふ
希
望

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

、

●
3

一

豫
備
的
な
考
察
の
最
初
の
も
の
・こ
し
て
,

こ
㌧
に
國
家
統
制
規
約
の
範
嚥
・こ
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
、
簡
單
に
規
定
し
て
置
く
r
i
"/Jが
方
法

的
の
や
う
で
あ
る
。

四

、

國
家
統
制
規
約
の
範
畴
を
古
來
東
洋
で
は
、
禮
樂
刑
政
の
四
類

、こ
し
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
・こ
の
是
非
に
つ
い
て
も

一
定
の
吟
味
を
要
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
瘍
合
に
讓
り
、
こ
㌧
で
は
大
盟

こ
の
規
準

に
依
つ
て
統
制
の
意
味
を
考

へ
て
見
る
こ
・こ
に
す
る
。

も
ε
よ
り
こ
の

こ
ーこ
が
大
體
の
思
考
方
針
を
誤
ら
せ
る
も
の
で
な
い
ε
許
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

禮
樂
刑
政
の
四
類
を
更
に
大
別
す
る
な
ら
ば
、

禮
樂
は
道
徳
の
範
疇
に
歸
し
、
刑
政
は
寧
ろ
法
律
の
範
圍
に
牧
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

刑

、こ
政

ε
は
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
な
く
,
強
制
性
の
上
よ
り
し
て
、
刑
は
政
よ
り
も
遙
か
に
強
く
、

そ
の
聞
に
は
殆
ん
りご
質
的
の
相
違
が

あ
る
・こ
も
主
張
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

然
し
政
は
禮
樂
な
る
純
粹
道
徳
的
規
範
に
比
す
る
な
ら
ば
、
遙
か
に
多
く
刑
の
強
制
性
に
近

い
。
從

つ

て
禮
樂
刑
政
な
る
四
類
の
關
係
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
畢
竟
、
道
徳
・こ
法
律
、こ
ひ
關
係
、こ
云
ふ
二
ぐ
りに
歸
着
さ
れ
る
。

さ
て
道
徳

ε
法
律
、こ
の
關
係
を
如
何
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
か
。

五

.

困



こ
の
問
題
も
亦
極
め
て

一
般
的
通
念
に
從

つ
て
進
行
す
る
こ
・こ
を
便
宜
、こ
す
る
。

何
故
な
ら
ば
、
か
』
る
こ
・こ
の
詮
議
は
特
に
そ
の
こ
ε

の
み
に
付

い
て
精
細
に
企
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ

つ
て
、
か
玉
る
豫
備
的
な
條
件
-こ
し
て
考
察
さ
れ
る
塲
合
、

深
く
立
入
る
こ
ーこ
は
、
煩
瑙
的

で
あ
り
、
且
つ
難
解
の
事
情
を
も
誘
導
す
る
か
ら
で
あ
る
。

六

、

へ
ー

グ
ル
に
依
る
な
ら
ば
、
道
徳
は
精
紳
の
合
法
律
性
で
あ
り
、

個
人
意
志
、こ

一
致
せ
る
法
で
あ
り
、
こ
の
領
域

に
於
て
法
典
は
道
徳
法

さ
な
り

、
良
心
ε
な
り
、
善
の
理
念

f/)な
り
、
更
に
又
道
徳
は
行
爲
そ
の
も
の
L
み
な
ら
す
、
そ
の
動
機
を
も
考

へ
る
が
、

法
律
は
主
、こ
し

て
物
質

的
利
害
を
考
慮
し
、
あ
ま
り
良
心
の
眞
髓
に
立
入
つ
て
考
慮
す
る
こ
ε
は
な
い
。

か
や
う
に
し
て
道
徳
は
法
律
的
な
低

い
も
の
を
.

③

内
面
的

な
も
の
に
高
め
る
・こ
云
ふ
こ
、こ
に
歸
着
さ
れ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
、
こ
の
こ
ーこ
は
精
瀞
の
辯
證
法
に
於
て
行
は
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
傷
合
必
す
し
も
か

玉
る
辯
證
法
に
依

る
必
要
は
な
い
。

寧
ろ
か

」
る
辯
證
法
を
離
れ
、

一
般
的
な
事
實
・こ
推
論
、こ
に
依
つ
て
、
道

徳
は
法
律
よ
り
も
内
面
的
で
あ
る
こ
、こ
、
叉
自
律
的
規
範
性
を
甚
だ
多
く
具
備
し
て
ゐ
る
こ
、こ
を
了
解
す
れ
ば
い
Σ
の
で
あ
る
。

更
に
詳
言

す
る
な
ら
ば
、
人
聞
は
、
人
聞
相
互
の
間
に
理
解
を
求
め
、
か

曳
る
理
解
の
成
立
を
喜
ぶ
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
ε
は
や
が
て
自
我
の
中
に
他

我
を
認
め
、
他
我
の
中
に
自
我
を
認
め
る
こ
・こ
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
こ
ε
よ
り
し
て
、
内
面
的
な
自
足
感
を
持

つ
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
ε

が
根
據

,こ
な
つ
て
、
「内
面
の
聲
」
-こ
な
り
、
「
胸
申
の
人
」

、こ
な
り
、
良
心
ε
な
り
、
至
上
命
令

ε
な
つ
て
肚
會
的
規
約
を
維
持
し
て
行
く
・こ

陶

考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
、

常
に
同
時
に
警
遍
的
立
法
の
原
理
こ
し
て
爰
當
し
得
る
よ
う
に
行
爲
せ
よ
」
さ
云
ふ
カ
ン
ト
の

實
踐
理
性
法
則
も
、
結
局
こ
の
こ
・こ
の
提
示
で
あ
る
、こ
考

へ
得
ら
る
」

一゚
面
を
持
つ
の
で
あ

る
。

云
は

璽
法
律
は
道
徳
に
比
し
て
外
面
的
強
制
性
を
多
量

に
含
み
、

道
徳
は
法
律

に
比
し
て
内
面
的
自
律
性
を
豊
富

に
持
つ
、こ
云
ふ
極
め
て
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一
般
的

な
通
念
が
、
こ
れ
か
ら
の
考
察
の
基
礎
・こ
し
て
承
認
さ
れ
」
ば
充
分
で
あ
る
。

然
し
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭

で
あ

つ
て
、
豫
備
的

條
件
-こ
し
て
の
定
立
を
も
必
要

こ
し
な

い
の
で
は
な

い
か
ε
反
問
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
ほ
,ご
自
明
な
こ
、こ
を
特
に
こ

曳
に
定
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
、
人
聞
は
あ
ま
り
に
自
明
な
こ
・こ
に
向
つ
て
は
、

往
々
却
つ
て
眩
瞑
を
生
じ
、
黒
闇

タ
こ
同
じ
結
果
に
遭
遇
す
る

こ
ーこ
、
太
陽
の
凝
靦
が
結
局
明
さ
で
は
な
く
、
暗
さ
に
絡
る
の
ーこ
同
じ
瘍
合
さ

へ
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
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七

、

そ
こ
で
張
制
性
、こ
は
何
か
。

何
が
強
制
性
な
る
も
の
を
誘
導
す
る
に
到
る
か
。
こ
の
こ
ーこ
が
簡
單
に
解
釋
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
入

聞
の

「
淺
ま
し
さ
」
か
ら
來
る
、こ
答

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し

「淺
ま
し
さ
」
・こ
は
何
か
。

八

、

「
人
間
の
淺
ま
し
さ
」
は
單
純
に

「
人
間
悪
」
・こ
も
考

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

然
し
こ
れ
に
も
い
ろ
く

の
解
釋
が

あ

る

べ
き
筈
で
あ

る
。

そ
れ
は
ア
ダ

ム
こ
の
か
た
の
原
罪
で
あ
る
ε
も
云
は
れ
よ
う
。
そ
し
て
叉
無
始
曠
劫
か
ら
績

い
て
ゐ
る
無
明
の
結

果
で
あ
り
、
前
業
の

所
感
で
あ
る
ーこ
も
云
は
れ
よ
う
。

こ
れ
に
對
し
て
は
古
來
さ
ま
ん
丶
の
解
釋
が
あ

る
ーこ
云
ふ
こ
・こ
を
心
得
て
置
く
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
こ
,こ

は
當
然

、
入
性
善
な
り
や
、
惡
な
り
や
の
問
題
に
關
係
す
る
。

こ
の
問
題
の
根
本
・こ
し
て
更
に
叉
善
・こ
は
何
ぞ
や
、
惡
・こ
は
何
ぞ
や
が
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

善
惡
の
概
念
が

明
瞭
で
な
い
の
に
、
人

性
の
善
悪
が
決
定
さ
れ
る
筈
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
、
善
惡
の
實
質
を
規
定
せ
す
、
飛
躍
的
に
人
性
善
な
り
や
、
悪
な

り
や
を
決
定
し
よ
う
ーこ
す
る
方
法
的
過
誤
は
、
實
に
東
洋
三
千
年
の
倫
理
學
史
を
貫

い
て
ゐ
る
ご
も
解
釋
す
る
こ
・こ
が
出
來
る
。



か
や
う
に
し
て
こ

曳
に
當
面
し
て
ゐ
る
問
題
の
解
決
は
、

實

に
尨
大
な
る
倫
理
學

}
般
を
必
要
ε
す
る
こ
ーこ
に
な
る
。
然
し
こ
の
こ
.こ
に

立
入
る

こ
・こ
も
今
の
瘍
合
、
課
せ
ら
れ
た
る
主
要
な
研
究
で
は
な

い
。

從

つ
て
こ
瓦
で
は
極
め
て
簡
單
に
、

善
悪

-こ
は
人
聞
相
互
間
の
生
活
に
生
れ
來
る
事
實
で
あ

る
こ
Σ
.
云
は
穿
肚
會
生
活
を
豫
想
し
て
成

立
す
る
概
念

で
あ
る
こ
ーこ
、
そ
し
て
叉
人
聞
相
互
聞
に
創
定
さ
れ
る
正
し
い
關
係
が
善
で
、

正
し
か
ら
ざ
る
關
係
が
悪

で
あ
る
こ
・こ
、
こ
の

こ
つ
の
こ
ーこ
を
規
定
し
て
置
け
ば

い
丶
の
で
あ
る
。

九

、

然
し

こ
れ
は
善
惡
を
正
、こ
不
正
・こ
に
置
き
か

へ
九
じ
け
で
あ

つ
て
、
論
理
の
循
環
を
腕
し
て
ゐ
な

い
で
は
な

い
か
。

か
う
疑
は
れ
る
か
も

知
れ
な

い
。

善
を
人
聞
相
互
生
活
の
正
し
い
關
係
、こ
定
義
付
け
た
こ
ーこ
は
、
渾
然
-こ
し
て

一
體
で
あ
り
、

明
瞭
で
あ

る
が
如
く
、
明
瞭
な
ら
ざ
る
が
如

　

ヘラ

,き
善
な
る
概
念
を
、

一
「
入
聞
相
互
生
活
」

に
關
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ーこ
、
そ
し
て
叉
そ
れ
は
二

一
つ
の
鬮
係
で
あ
る
こ
ーこ
に
分
析
さ
れ
て

く

r
丶

ゐ
る
の
で
あ
る
。

從

つ
て

「
正
し
い
」
、こ
云
ふ
意
味
も
、
こ
の
二
つ
の
要
素
よ
吻
規
定
す
る
こ
ーこ
が
出
來
る
の
で
あ
り
、
必
す
し
も
縛
馬
答

式
に

「
善
」

に
歸
る
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。

帥
ち

「
入
聞
相
互
生
活
」
の
口
的
を
達
成
さ
せ
る

「
關
係
」
は
正
し
い
關
係
で
あ
り
、
こ
れ

に
反
し
て

「
人
聞
相
互
生
活
」
を
矛
盾
撞
着

せ
し
め
る
關
係
は
、
正
し
か
ら
ざ
る
關
係
で
あ
る
。

剛
O

、
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か
く

て
人
聞
相
互
生
活
」

に
關
し
て
、
「
入
聞
の
淺
間
し
さ
」
・こ
は
何
か
。



そ
れ

は
人
間
の
性
質
の
中

に
、

「
人
聞
相
互
生
活
」
に
相
應
し
な

い
傾
向
が
あ
る
・こ
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が

「
人
間

の
淺
聞
し
さ
」
で
あ

る
o

=

、

(

か
り

に
人
聞
は
、
す
べ
て

「
入
間
相
互
生
活
」
を
壞

さ
う
、こ
す
る
傾
向
の
み
で
あ
つ
て
、

即
ち
悪
の
性
質
の
み
で
あ

つ
て
、
こ
れ
を
支
持

し
擁
護
す
る
性
質
、
°即
ち
善
の
性
質
は
少
し
も
な
い
で
は
な
か
ら
う
か
・こ
云
ふ
疑
問
を
假
定
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
考

へ
て
見
る
。

著
し

こ
の
假
定
の
如
く
で
あ
れ
ば
、

數
千
年
、
數
萬
年
に
亘

つ
て
入
間
相
互
生
活
が
維
持
さ
れ
て
來
る
筈
は
な

い
の
で
あ
る
。
相
互
生
活

の
完
全
如
何
は
別
ε
し
て
、
兎
に
角
現
在
相
互
生
活
を
構
成
し
維
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

從

つ
て
悪
の
性
質
の
み
で
は
な
い
こ
、こ
だ
け
は

了
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

然
し
叉
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
規
制
よ
ろ
し
き
を
得
た
か
ら
で
あ

つ
て
、

さ
う
で
な
け
れ
ば
か
瓦
る
相
互
性
は
滅
亡

し
て
し
ま
つ
た
ε
反

論
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
に
對
し
て
も
叉

一
應
の
解
釋
が
成
立
す
る
。

現
在
人
聞
は
相
互
生
活
を
維
持
し
、
更
に
展
開
せ
し
め
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の

規
制
よ
ろ
し
き
を
得
た
結
果
で
あ
る
こ
、こ
は
も
ーこ
よ
り
首
肯
さ
れ
る
。

然
し
そ
れ
は
如
何
に
入
聞
性
悪
で
あ
る
に
し
て
も
、
規
制
よ
ろ
し
き

を
得
る
な
ら
ば
、
善
き
も
の
、こ
し
て
存
在
し
、
發
展
す
る
素
質
を
抱
持
し
て
ゐ
る
こ
隔こ
を
認
承
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
人
性
は
全
面

的
に
悪

で
は
な
く
、
規
制
に
依
つ
て
善

、こ
な
る
性
質
を
持
つ
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
ご
が
既
に
善
の
要
素

で
あ
り
、
基
水

で
あ
る
。
憲
法
十
七

條
の
第

二
條
に

「
人
鮮
尤
悪
、
能
敏
從
之
」
・こ
云
は
れ
て
ゐ
る
の
も
、
こ
の
こ
・こ
に
關
係
す
る
。

駒
二

、
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か
く

て
性
善
性
悪
の
問
題
は
、
單
純
に
規
制
の
問
題

に
移
さ
れ
る
。

=

二
、

規
制
は
強
湖
性
の
度
合
に
應
じ
て
、
多
く
の
段
階
を
持

つ
。
前

に
見
た
道
徳
・こ
法
律
、こ
の
相
違
も
、
こ
の
度
合
に
還

元
さ
れ
ろ
。

風
俗
、

智
慣
の
如
き
も
、
も
ーこ
よ
り

一
定
の
規
制
性
を
持

つ
筈
で
あ
る
。

強
制
性
の
最
も
微
弱
で
あ
る
こ
ーこ
、
寧
ろ
全
く
無
く
し
て
人
問
相
互
生
活
が
圓
滑
に
行
は
れ
る
こ
ーこ
は
、

最
も
望
ま

し
い
こ
ーこ
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
強
制
性
を
最
高
度

に
高
め
る
も
、
圓
滑

に
近
づ
か
な
い
、こ
す
る
な
ら
ば
、
・甚
だ
望
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
ーこ
で
あ
る
。

剛
四

、

人
間

は
自
然

に
對
し
て
も
、
入
聞
相
互
に
對
し
て
も
、

一
定
の
順
應
性
を
持
つ
て
ゐ
る
。

若
し
我
々
が
自
然
に
對

し
て
何
の
順
應
性
も
無

か
つ
た
な
ら
ば
、
生
き
て
居
ら
れ
ぬ
筈
で
あ
る
。

叉
相
互
生
活
に
闢
し
て
、
何
の
順
應
性
も
な
い
な
ら
ば
、
現
在
の
如
き
生
活
は
持
續
さ
れ

な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

然
し
我
々
は
自
然

に
順
應
し
て
現
在
生
存
し
、
相
互
生
活
に
順
應
し
て
現
在
瓧
會
生
活
を
營

ん
で
ゐ
る
。

か

丶
る
順
應
は
も

こ
よ
り
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。

自
然
に
對
す
る
順
應
性
の
不
足
よ
り
、
時
々
肉
體
の
健
康
を
壞
し
、
相
互
生
活
に
對

す
る
順
應
性
の
缺
乏
よ
り
、
屡
生
活
的
な
紛
糾
を
人
、こ
人
、こ
の
間
に
醸
す
。
こ
の
こ
ーこ
に
は
す
べ
て
度
合
が
あ
る
。

そ
れ
は
個
人
に
依

つ
て

も
異
り
、
時
代
に
依

つ
て
も
異
り
、
處
に
依
つ
て
も
異
る

で

あ

ら

う
。
然
し
順
應
性
は
何
れ
に
し
て
も
皆
無
で
は
な
く
、
又
完
全
で
も
な

く
、

つ
ま
り
不
完
全
の
聞
を
度
合
に
依

つ
て
上
下
す
る
現
歌
で
あ
る
。

か
く
て
こ
」
に
規
制
性
の
さ
ま
ん
丶
な
段
階
が
成
立
す
る
。
法
律
も
そ
の
段
階
の

一
つ
で
あ
り
、
道
徳
も
亦
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
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軸
五

、
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法
律

-こ
道
徳
,こ
は
、
か
く
て
規
制
性
の
度
合
の
相
違
に
還
元
さ
れ
る
。

こ
の
還
元
は
二
つ
の
も
の
が
、
同
じ
も
の

玉
度
差
に
歸
着
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
全
く
別
の
も
の
で
は
な

い
三

質
ふ
こ
・こ
を
表
示
す
る
。
云
は
穿
二
者
の

一
致
點
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。

從
つ
て
甚
だ
特
殊
の

傷
合
で
は
あ
る
が
、
憲
法
十
七
條
,こ
十
大
受
・こ
の
聞
に
は
、

兎
に
角

一
致
點
を
持

つ
の
で
あ
り
、
こ
の

一
致
點
よ
り

し
て
比
較
研
究
の
可
能

で
あ
る

こ
、こ
を
示
す
。

帥
ち
憲
法
十
七
條
も
十
大
受
も
相
互
生
活
に
於
け
る
規
制
性
で
は
あ
る
が
、
十
七
條
は
外
面
的

強
制
性
を
多
く
含
み
、

十
大
受

は
比
較
的
に
内
面
自
律
的
で
あ
る
、こ
云
ふ
こ
、こ
に
な
る
の
で
あ
る
。

刷
六

、

同
じ
規
制
性
を
持
ち
な
が
ら
、
何
故
に
二
つ
の
も
の
は
異

つ
た
も
の
ーこ
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
は
二
つ
の
も
の
が
各
目
的

を
別
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

十
大
受
は
主
ε
し
て
各
個
人
内
生
の
純
化
を
目
的
、こ
し
、

十
七
條
は
内
外
兩
面
に
亘
つ
て
相
互
生
活
を
安
全
に
支
持
向
上
せ
し
む
る
こ
、こ

を
目
的

-こ
す
る
。
こ
の
目
的
の
相
違
が
、
各
の
も
の
を
別
な
も
の
に
す
る
こ
ε
に
な
る
。

更
に
詳
言
す
る
な
ら
ば
、
十
大
受
は
個
人
心
靈
の
安
佳
を
目
的
、こ
し
、
帥
ち
浬
槃
寂
靜
の
心
境
樹
立
を
目
的
こ
し
て
ゐ
る
。

從

つ
て
こ
の

目
的
を
共
に
す
る
人
々
の
教
團
規
約
は
、
圭
・こ
し
て
こ
の
目
的
逹
成
の
線

に
添
ふ
て
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
鬮
し
、
更
に
附
け
加

へ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ

一
事
は
、
こ
の
教
團
の
組
成
は
、

生
活
資
料
を
自
ら
の
手
で
生
産
せ
す
、
他
の
布
施
を
仰
ぐ
三

云
ふ
條
件
の
下
に
成
立

し
て
ゐ

る
こ
ε
で
あ
る
。
從

つ
て
生
産
井
び
に
所
有
に
關
す
る
特
殊
の
根
本
規
定
が
乏
し
い
。

も
ーこ
よ
り
敏
團
内
に
於
て
も
、
托
鉢
井
び
に



そ
の
施
物
に
關
す
る
分
配

ご
所
有
-こ
の
開
係
は
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

然
し
そ
れ
ら
は
亘
大
な
る
寓
、
亘
大
な
る
生
産
機
關
の
所
有
井
び
に
使

用

に
つ
い
て
の
規
定
で
は
な
い
。

然
し
十
七
條
は
こ
れ
ε
趣
を
異

に
す
る
。

そ
れ
は
個
人
の
精
紳
的
純
化
を
含
ん
で
は
ゐ
る
が
、

一
暦
直
接
に
外
生
活
、
物
質
生
活
の
相
互

尊
重
を

規
定
し
よ
う
ε
す
る
。

例

へ
ば
上
に
擧
け
た
や
う
に
貪
慾
を
制
す
る
こ
・こ
は
、
十
大
受
に
も
あ
る
の
で
あ
り
、
十
七
條
に
も
あ

る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
制
し
方
は
同
じ
意
味
の
も
の
で
は
な

い
。

十
大
受
が
貪
慾
を
制
す
る
の
は
、
そ
れ
が
他
の
人
を
害

ふ
爲
で
も
あ
る
が
、
主

-こ
し
て
自
己
が
情
祕
の
灘
軍
-こ
安
佳
・こ
を
壞
し
、
浬
槃

へ
の
道
に
逆
行
す
る
か
ら
で
あ

る
。

然
し
十
七
條
中
、
第
五
に
絶
馨
棄
欲
を
擧
げ
ら

れ
て
ゐ

る
が
、
こ
れ
は
精
棘
淨
化
の
問
題
で
は
な
く
、
司
法
の
嚴
正
を
期
す
る
爲
で
あ
り
、
帥

ち
明
辨
訴
訟
の
爲
で
あ

る
。

か
や
う
に
し
て

同
じ
や
う
に
貪
慾
を
制
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
目
的
并
び
に
範
圍
に
、
方
向
ε
廣
狹
ε
の
別
が
あ

る
。

然
し

こ
の
聞
に
於
け
る
異
同
が
、
兩
者
を
補
足
完
成
さ
せ
る
點
に
於
て
最
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
兩
者
の
補
足
關
係
の
論
理
的
意
味
を
考

察
す
る
に
先
立

つ
て
、
表
現
上
兩
者
が
甚
だ
類
似
的
で
あ
る
こ
ε
を
研
究
す
べ
き
で
あ
る
。

云
は
聖
十
七
條
の
規
制
綱
目
は
、
甚
だ
多
く
十

大
受
の
表
現
に
似
て
ゐ
る
こ
ーこ
、
從
つ
て
爾
者
の
問
に
は
思
想
的
に
相
當
深

い
關
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
ε
云
ふ
問
題

で
あ
る
。

篁

二

章

十
七
條
ざ
儒
佛

二
敖
の
關
係

嘲

、

こ
の
問
題
に
進
む
に
當

つ
て
も
、
叉
豫
備
的
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
條
件
の

一
つ
が
あ
る
。

そ
れ
は
十
七
條
は
儒

の
精
祕
で
あ
り
、
儒

の
用
語
で
あ
る
ε
云
ふ
考
に
對
す
る
批
剿
で
あ
る
。
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こ
」
で
次
の
考
が
引
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「太

子
の
佛
法
を
讃
じ
た
ま

ふ
r
3r/1
至
極
無
上
、
三
寳
は
四
生
の
絡
歸
、
.
萬
國
の
極
宗

,こ
稱

へ
、
佛
法
に
麟
ら
す
ん
ば
何
を
以
て
枉
れ
る

を

直
う
せ
ん
、こ
の
た
ま
ふ
に
至
り
て
は
、
天
下
は
佛
法
だ
に
あ
ら
ば
、

治
め
得
べ
く
思
は
る
エ
は
當
然
の
解
釋
に
し
て
、
こ
の

}
項
が

爾
後
佛
法
の
興
隆
の
張
援

-こ
な
り
し
こ
、こ
は
論
を
待
た
す
。

し
か
も
そ
の
枉
れ
る
を
直
う
せ
ん
ーこ
し
て
太
子
が
列
爆
し
給

へ
る
各
綱
目

の
凖
繩
は
、
こ
れ
た
え
て
佛
法
の
読
か
ざ
る
所
に
し
て
、
實

に
儒
教
思
想
の
産
物
な
り
ε
す
。

こ
の
點
す
な
は
ち
佛
法
の
缺
陷
を
暴
露

㈲

せ
る
も
の
・こ
い
ふ
可
し
」

こ
れ
も

一
應
は
首
肯
さ
れ
る
考
で
あ
の
、

從

つ
て
更
に
立
入
つ
て
檢
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
主
張
で
あ
る
。
こ
」
で
叉

次
の
考
を
も

一
讀
す

べ
き
で
あ
る
。

コ
ニ
教
論

に
、
皇
學
の
本
は
儒
繹
紳
な
り
。

然
し
そ
の

一
を
好
む
者
は
、
そ
の
二
を
悪
み
て
、
そ
の
存
す
る
を
嫉
み
、
そ
の
亡
び
ん
こ
ε

を

欲
す
。
我
が
知
る
所
を
理
、こ
爲
し
、
知
ら
ざ
る
を
非
-こ
な
す
。

故
に
政
は
宜
し
く
三
に
通
じ
、

一
を
好
ま
ざ
る
べ
き
な
り
。
も
し

一

を
好
ま
ば
、
政
を
枉
ぐ
、
政
を
枉
ぐ
れ
ば
王
道
廢
れ
、
騒
動
發
す
・こ
、
聖
徳
太
子
の
語
・こ
し
て
あ

り
。

即
ち
太
子

を
以
て
紳
儒
佛
三
歡

の
調
和
者
-こ
し
て
讃
す
る
こ
、こ
萼
通
な
れ
甲こ
も
、

こ
の
憲
法
の
趣
を
以
て
見
れ
ば
、
佛
教

は
他
の
二
歡
-こ
調
和
せ
ら
れ
た
り
ε
は
い
ひ

⑥

難
く
、
全
く
孤
立
の
姿
に
て
、
祕
道
の
如
き
は
こ
の
十
七
ヶ
條
中
に
、
そ
の
蔭
影
だ
も
發
見
し
難
き
な
り
」

こ
れ
ら
の
考
を
如
何
に
解
釋
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
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二

、

前

に
考

へ
た
や
う
に
十
七
條

は
法
制
で
あ
り
、
叉
實

に
行
政
の
規
範
で
あ

る
。

儒
歡
は
個
人
の
内
心
に
訴

へ
る
道
徳

的
歡
訓
も
含
む
の
で



あ
る
が
、

そ
の
大
牛
は
治
國
夲
天
下
の
行
政
學
で
あ
る
。

同
じ
く
行
政
に
關
す
る
規
矩
で
あ
る
點
よ
り
し
て
、
そ
れ
の
關
心
が
類
似
す
る
こ

ε
は
當
然

で
あ
り
、
從

つ
て
そ
の
表
現
が
甚
だ

一
致
的
で
あ
る
こ
、こ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

然
し
こ
の
表
現
の

一
致
が
、
必
す
し
も
常
に
精
瀞

内
容
の

一
致
を
提
示
す
る
も
の
で
な
い
こ
ーこ
も
、
細
心
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三

、

抑
も
國
の
統
制
は
極
め
て
綜
合
的
で
あ
り
、
原
則
的
で
あ
り
、
組
織
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

内
外
、
物
心
の
兩
面

に
亘
る
諸
要
求
、
諸

要
素
を
悉
く
網
羅
し
、
各
に
適
當
の
地
位
を
與

へ
、

こ
れ
ら
諸
要
素
の
圓
滑
な
る
諧
調
ε
、
活
氣
あ
る
展
開

ε
を
期
待

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

筈
で
あ
る
。

か
り
に
か

玉
る
綜
合
性
を
離
れ
て
、
た

讐
單
純
に
行
政
拝
び
に
道
徳
の
方
針
を
示

す

な

ら

ば
、
そ
れ
は
格
言
的
數
訓
に
止
つ

て
、

一
つ
の
組
織
で
あ
る
ε
は
云
ひ
難
い
。

儒
歡
も
ε
よ
り

一
定
の
綜
合
性
ε
組
織
性
・こ
を
持

つ
。
單
に
格
言
的
敏
條

ε
の
み
す
る
こ
ご
は

出
來
な
い
で
あ
ら
う
。

然
し
そ
の
綜

合
性
に
於
て
、
又
そ
の
組
織
性
黛
於
て
、
徹
底
的
で
あ
る
ーこ
は
云
は
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
人
性

の
内
面
を
も
考

へ
、

一
定
の
哲
理
も
含
み
、
更
に
行
政
の
規
約
を
も
含
ん
で
は
ゐ
る
。

然
し
人
性
に
封
す
る
觀
察
に
於

て
、
叉
そ
の
形
而
上

學
的
原
理

に
於
て
、
術
至
れ
り
盡

せ
り
で
は
な
い
ε
考

へ
ら
れ
る
。

少
く
ε
も
佛
歡
の
そ
れ
ら
に
比
し
て
、
遙
か
に
嚴
密
性
を
缺
き
、
從
つ

て
組
織
性

に
於
て
も
粗
雜
で
あ
る
こ
ε
を
菟
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
殊
に
當
時
の
儒
教
は
、
術
宋
學
的
形
而
上
學
を
持
た
す

、

そ
れ
の
原
則
ざ
な

れ
る
も
の

は
、

一
陰

一
陽
の
易
學
的
原
理
で
あ
る
。

宋
學
的
形
而
上
學
の
優
越
性
を
單
純

に
認
む
べ
き
で
は
な
い
が
、
然
し
素
朴
的
易
學
の

原
則
に
比
す
る
な
ら
ば
、
組
織
性

に
於
て
、

一
定
の
複
合
性
を
支
持
す
る
。

か
」
る
閣
係
の

一
つ
の
表
示
,こ
し
て
、
梁
武
帝
の
三
敏
詩
を
讀

む
こ
・こ
が

出
來
る
。

そ
れ
は
儒
、
道
、
二
歡
の
習
得
を
離

れ
、
佛
教
に
入
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
關
係
を
表
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

少
時
學
周
孔

弱
冠
窮
六
經

孝
義
連
方
冊

仁
恕
滿
丹
青

踐
言
貴
去
伐

爲
善
在
好
生

中
復
觀
遭
書

有
名
與
無
名
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妙
術
鏤
金
版

眞
言
隱
上
清

密
行
遐
陰
徳

顯
證
在
長
齡

晩
年
開
釋
卷

獪
月
映
衆
星

苦
集
始
覺
知

因
果
方
昭
明

示
數
唯
夲
等

至
理
歸
無
生

分
別
根
難

一

執
着
性
易
驚

窮
源
無
二
聖

測
善
非
三
英

大
椿
徑
億
尺

小
草

裁
云
萠

大
雲
降
大
雨

隨
分
各
受
榮

心
想
起
異
解

應
報
有
殊
形

差
別
豈
作
意

深
淺
固
物
情

儒
の
期

す
る
ε
こ
ろ
は
、
結
局
、「
爲
善
在
好
生
」

に
あ
り
、
道
歡
ま
た

「
顯
證
在
長
齢
」
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
理
、こ
す
る
も
の
・こ
佛
教

の
原
理
-こ
す
る
、
苦
集
、
因
果
、
李
等
、
無
生
ε
の
思
索
的
優
劣
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
獪
、
月
の
衆
星
に
映
す
る
が

如
き
」
で
あ
る
、こ
武

帝
は
考

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
武
帝
の
み
の
感
想
で
あ
る
ーこ
云

へ
ば
そ
れ
ま
で

」
あ
る
が
、
こ
の
感
想
に
は
相
當

に
強
い
合
理
的
な

薔
遍
的
根
據
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
、こ
考

へ
ら
れ
る
。

百
濟
王
が
初
め
て
佛
歡
を
我
が
國
に
傳

へ
た
時
の
上
奏
文
中
に
、
佛
敏
の
大
意
を
読
き
、

こ
の
法
は
諸
法
申
最
勝
の
も
の
で
、
難
解
の
も

の
で
あ
り

.「
周
公
孔
子
も
倚
知
る
こ
く」
能
は
す
」

、こ
述
べ
て
ゐ
る
。

こ
の
表
現
は
甚
だ
儒
者
を
驚
か
す
も
の
で
あ
る
が

、
却
つ
て
事
實

に
適

　
.

　　

合
し
て
ゐ
る
・こ
云
ふ
見
解
も
あ
る
。
そ
は
周
公
孔
子
は
、
「
孝
義
連
方
冊
、
仁
恕
滿
丹
青
、
踐
言
貴
去
伐
、
爲
善
在
好
生
」
の
現
實
的
生
活
を

敏

へ
る
に
止
つ
て
、
個
入
心
靈
の
要
求
を
解
決
し
ょ
う
ε
す
る
點
に
於
て
、
甚
だ
徹
底
的
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
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四

、

全
人
間
生
活
の
體
系
的
統
制
・こ
云
ふ
點
に
於
て
、
儒
教
の
考
は
透
徹
的
で
あ

る
・こ
云
ふ
こ
ε
は
云
は
れ
な

い
。

少
く

ε
も
、
こ
の
問
題
に

關
し
佛
敏
が
根
本
的
態
度
を
表
示
し
て
ゐ
る
も
の
に
比
す
る
な
ら
ば
、
遙
か
に
表
面
的
で
あ
る
。

こ
の
こ
ε
が
武
帝

の
三
敏
詩
-こ
な

つ
て
顯

は
れ
來
る
の
で
あ
る
ε
解
釋
す
る
こ
・こ
が
出
來
る
。

然
し
こ
れ
ーこ
共
に
佛
教
の
圭
要
目
的
は
、
治
國
夲
天
下
で
は
な
い
。

二
の
點
に
於
て
行
政
的
表
現
-こ
し
て
は
、
儒
歡

は
確
か
に
適
切
な
も



の
を
持

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

從
つ
て
十
七
條
が
甚
だ
多
く
儒
敏
的
表
現
に
な
つ
て
ゐ
る
根
水
の
理
由
は
こ
れ
で
あ

る
。
然
し
こ
の
表
現
の

表
面
的
類
似
が
、
必
す
し
も
内
容
の
基
本
的
類
似
で
あ
る
ε
許
す
こ
・こ
は
出
來
な

い
。

表
面
的
類
似

・こ
基
本
的
類
似

ε
に
關
し
て
更
に

咽
應

の
考
察
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

五

.

こ
の
こ
ε
も
亦
具
體
的
詮
明
を
遖
切
、こ
す
る
。

十
七
條
の
第

一
條
は

「
以
和
爲
貴
」
で
あ
り
、
更
に

「
無
忤
爲
宗
」
で
あ
る
。

就
中

「
以
和
爲
貴
」
の
文
字
的
出
處
ε
し
て
は
、
論
語
、

學
而
第

一
の

「
有
子
日
、
禮
之
用
レ
和
爲
レ貴
、

先
王
之
道
斯
爲
レ美
、

小
大
由
レ
之
、
有
レ
所
レ
不
レ
行
、
知
レ
和
而
和
、

不
二
以
レ禮
節
シ
之
、
亦

不
レ
可
レ行
也
」
(
「禮
、
和
を
用

つ
て
貴
し
・こ
爲
る
は
、
先
王
の
道
も
斯
れ
美
・こ
爲
れ
ば
な
り
、

小
大
之
に
由
れ
ば
、

行

は
ざ
る
所
あ
り
、
和

を
知

つ
て
和
す
れ
,こ
も
、
禮
を
以
て
之
を
節

せ
ざ
れ
ば
、

亦
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
1
ー
こ
れ
に
對
す
る
解
釋
も

さ
ま
ざ
ま
あ
る
べ
き
で

あ
る
が

、
大
體
次
の
解
に
依
る
こ
、こ
に
す
る
。

曰
く

「禮
は
嚴
を
主
、こ
す
、
故
に
和
を
以
て
し
て
始

め
て
中
を
得
、
叉
和
も
禮
に
よ
り
て
中

を
得
」
で
あ
る
)
。
畢
竟
こ
瓦
の
和
は
、
禮
の
嵳
別
的
嚴
格
を
和
け
る
も
の
ε
し
て
の
和
で
あ
り
、

禮

ε
和
ε
、
對
立

し
て
ゐ
る
和
で
あ
ゐ
。

一
元
的

の
和
、
若
し
く
は
絶
封
的
の
和
で
は
な

い
。

、こ
に
角
、
禮
を
節
す
る
Σ
こ
ろ
の
條
疊
的
和
で
あ
る
。
嚴
を
和
げ

る
爲
め
の
寛
で
あ

つ

て
、
無

條
件
的
寛
容
で
は
な

い
。

然
し
第

條
の
コ

以
和
爲
貴
L

の
和
は

→無

忤

璽益

ε
し
て
読
明
さ

塾
1
ゐ
る

本
的

元
の
和
で
あ
つ
Z

嚴
肅
過
ぎ
る
も
の
を
中

六
、
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和
し
よ
う
、こ
す
る
寛
容
的
和
で
は
な
い
。
「
無
忤
爲
宗
」
は
怨
に
職

ゆ
る
に
徳
を
以
て
す
る
ε
云
ふ
老
子
、
若
し
く
は
佛
教
の
敦
論

・こ
深

い
關

俸

係
を
持

つ
の
で
あ
る
が
、

怨
に
報
ゆ
る
に
直
を
以
て
す
る
,こ
云
ふ
儒
教
思
想
ε
は
、

間
隔
の
甚
だ
廣

い
も
の
が
あ

る
。

こ
の
關
係
よ

り

し

て
、
「
以
和
爲
貴
」
が
、
文
字
・こ
し
て
、
論
語
の

「
用
和
爲
貴
」

、こ
似
て
ゐ
る
か
ら
ε
云
つ
て
、
思
想
内
容
ま
で
同
じ
で
あ
る
・こ
す
る
こ
ε
は

出
來
な

い
。
况
ん
や
そ
の
解
麗
に
な

つ
て
ゐ
る

「
無
忤
爲
宗
」
が
儒
教
に
取
つ
て
適
切
な
も
の
で
は
な
い
。

か
り
に
こ
の
こ
ーこ
を
も
儒
の
骨

髓
で
あ

る
、こ
す
る
な
ら
ば
、
人
倫
條
理
を
明
確
に
す
る
を
主
眼
-こ
し
、

存
在
理
由
ε
し
て
ゐ
る
儒
の
特
殊
的
な
意
義
を
抛
棄
す
る
こ
,こ
に
絡

ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
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七

、

表
現
の
形
式
的
な
文
字
が
必
す
し
も
そ
の
内
容
ぐ
二

致
し
な

い
こ
・こ
に
關
し
て
、
上
に
擧
け
た
十
七
條
に
對
す
る
批
評
を
こ

」
で
檢
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
曰
く
、

「
太
子
の
佛
法
を
讃
じ
た
ま
ふ
こ
、こ
至
極
無
上
…
…
天
下
は
佛
法
だ
に
あ
ら
ば
治
め
得

べ
く

思
は
る
、
は
當
然

の
解
繹

に
し
て
、
こ
の

一
項
が
爾
後
佛
法
の
興
隆
の
張
援
-こ
な
り
し
こ
ε
は
論
を
待
た
す
。
し
か
も
そ
の
枉
れ
る
を
直
う
せ
ん
ε
し

て
太
子

の
列
擧

し
た
ま

へ
る
各
綱
目
の
凖
繩
は
、
こ
れ
た
え
て
佛
法
の
詮
か
ざ

る
所
に
し
て
、
實
に
儒
歡
思
想
の
産
物
な
り
ε
す
。

こ
の
點
す
な
は

ち
佛
法

の
缺
陥
を
暴
露
す
る
も
の
ーこ
い
ふ
可
し
」

-こ
。
叉
曰
く
、

「太
子
を
以
て
神
儒
佛
三
教
の
調
和
者
・こ
し
て
讃
す

る
こ
ーこ
普
通
な
れ
,こ

も
、
こ

の
憲
法
の
趣
を
以
て
見
れ
ば
、
佛
教
は
他
の
二
歡
-こ
調
和
せ
ら
れ
た
り
ーこ
は
い
ひ
難
く
、
全
く
孤
立
の
姿
に
て
、

神
道
の
如
き
は
こ

の
十
七

ケ
條
の
中
に
、
そ
の
蔭
影
だ
も
發
見
し
難
き
な
り
」
ε
。

こ
の
批
評
が
憲
法
十
七
條

に
對
し
て
、
あ
ま
り
的
確
な
も
の
で
な
い
こ
・こ
を
證
明
す
る
こ
Σ
は
さ
ほ
さ
困
難
で
は
な

い
。

何
故
な
ら
ば
、

こ
の
考
は
二
つ
ε
も
内
部
に

一
つ
の
矛
盾
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。



初
め
の
批
評
に
は
二
つ
の
内
容
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

(
一
)

佛
法
は
人
の
枉
れ
る
を
直
う
す
る
に
は
無
能
力
で
あ
る
こ
、こ
、
帥
ち
世
を
治
め
る
こ
・こ
に
付
い
て
は
無
能
力
で
あ
る
三
竢
ふ
t
)
'/)°

(
二
)

爾
來
佛
法
は
優
勢
に
興
隆
し
た
r
)
-/1°

こ
の
二

つ
は
結
局
無
能
力
な
も
の
が
、
優
勢

に
な
つ
た
、こ
云
ふ
こ
、こ
を
圭
張
す
る
。

然
し
無
能
力
、こ
優
勢

-こ
は
兩
立
し
な
い
考
で
あ

る
。

無
能
力
な
ら
ば
優
勢

に
な
り
得
ら
る
丶
理
由

は
な
い
。
叉
優
勢
に
な
る
な
ら
ば
、
無
能
力
で
あ
る
筈
は
な

い
。

歴
史
は
現
實
に
於
て
佛
法
興

隆
の
事
實
を
示
し
て
ゐ
る
。
從
つ
て
佛
法
が
人
心
を
直
う
し
、
世
を
善
導
す
る
の
に
無
能
力
で
あ
ら
う
筈
が
な
い
の
で
あ

る
。

こ
の
錯
誤
は
、
十
七
條
の
文
字
的
表
現
の
み
に
拘
束
さ
れ
て
、

自
由
に
そ
の
内
容
を
觀
察
し
得
な
か
つ
た
近
親
眼
的
朦
朧
よ
り
釀
成
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

後
の
批
評
は
、
憲
法
第
二
條
の
篤
敬
三
寳
章
が
、
他
の
章
條
・こ
調
和
せ
す
、
孤
立
の
姿
に
て
、

十
七
條
中
に
挿
入
さ
れ
て
ゐ
る
三

こ
を
指

摘
し
て
ゐ

る
。
こ
の
考
も
亦
前
の
も
の
・こ
同
失
で
あ
る
。
孤
立
無
援
の

一
箇
條
が
、

や
が
て
三
歡

一
致
を
現
實
の
發
展

に
於
て
實
現
し
て
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
。

八

、

然
し
こ

丶
で
第
二
條
篤
敬
三
寳
章
が
孤
立
無
援
で
あ
る
Σ
云
ふ
考
を
立
入
つ
て
攻
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
は
表
面
的
に
は
孤
立
無
援
ε

感
ぜ
ら
れ
る
程
、
佛
教
的
精
紳
は
明
確

に
顯
は
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
、こ
の
考
察
が
二
つ
に
區
別
さ
れ
る
。

(
一
)

表
現
の
用
語
、
就
中
詮
明
の
論
理
に
於
て
全
く
佛
敏
、
特
に
縁
起
相
關
の
論
證
法
が
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
¶こ
。

(
二
)

十
七
條
の
論
理
的
組
織
を
明
確

に
規
定
す
る
こ
ご
Q
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こ
の
二

つ
が
最
も
簡
單
に
詮
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
(
二
)
に
關
し
て
は
、
從
來
佛
教
學
關
係
の
側
よ
り
も
、

あ
ま
り
明
確

に
規
定
さ

れ
て
ゐ
な

い
か
ら
で
あ
る
Q

九

、

C
i
)

','
現
の
用
語
・こ
し
て
佛
教
特
有
の
も
の
ε
し
て
擧
げ
る
こ
、こ
の
出
來
る
も
の
は
、
第
十
條

に
於
け
る

「
凡
夫
」

の
如
き
で
あ
る
。

帥

ち

「
我
必
非
レ
聖
、
彼
必
非
レ愚
、
共
是
凡
夫
耳
」
で
あ
る
。
そ
の
他
、
義

に
於
て
棄
欲
(第
五
條
)
、
棄

瞋
(第
十
條
)
は
嫉
妬
(第
十
四
條
)

-こ
共
に
佛

歡
の
三
毒
の
煩
惱
に
も
配
置
さ
れ
る
程
に
佛
教
的
で
あ
る
。

か

曳
る
單
語
の
探
用
よ
り
も
、
更

に
重
要
な
る
こ
ーこ
は
、
推
理
の
理
脉

、こ
も
云
ふ
べ
き
論
理
構
成
の
相
關
的
で
あ
る
こ
ーこ
、

即
ち
縁
起
的

で
あ
る
こ
・こ
で
あ
る
。
す
べ
て
現
象
的
流
轉
は
、
佛
教
教
學
に
依
れ
ば
相
依
相
關
で
あ
り
、
互

に
縁
-こ
な
り
因
、こ
な
り

て
轉
、

錯
綜
す
る
。

こ
の
推
論
式
の
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
十
七
條
中
に
求
む
る
な
ら
ば
、
次
の
如
き
も
の
が
主
,こ
し
て
擧
げ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。

「
入
皆
有
レ
心
、
心
各
有
レ執
、
彼
是
則
我
非
、
我
是
則
彼
非
、
我
必
非
レ
聖
、
彼
必
非
レ愚
J
C
;"
十
條
)

「
我
既
嫉
レ
人
、
人
亦
嫉
レ
我
、
嫉
妬
之
患
、
不
レ
知
翻其
極
こ

(第
十
四
條
)

十
七
條

、こ
十
大
受

-こ
の
關
係
,こ
し
て
考
察
さ
れ
る
多
く
の
も
の
は
、
主
、こ
し
て
こ
の
こ
ε
に
鬮
聯
す
る
で
あ
ら
う
。

從
つ
て
後
に
更
に
明

細
に
攻
究

さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ

丶
で
は
單
に
表
面
儒
歡
的
に
見
え
る
も
の
も
、
そ
の
内
容
、
そ
の
根
本
的
意
義
よ
り
す
る
な
ら
ば
、

甚
だ

佛
歡
的
で
あ
り
、
寧
ろ
大
乘
佛
教
の
骨
髓
に
關
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ーこ
を
注
意
す
れ
ば
い
」
の
で
あ
る
。
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(
二
)

は
十
七
條
の
論
理
的
組
織
の
考
察
で
あ
る
。

十

七
條
の
中
最
初
の
11i條
が
重
要
で
あ
る
こ
ε
は
、
既

に
読
か
れ
て
ゐ
る
。
第

一
條
に
は

「
以
和
爲
貴
」
、こ
し
て

「
和
」
が
提
示
さ

れ
、

第
二
條

に
は

「
篤
敬
三
寳
」
-こ
し
て

「
敬
」
が
標
示
さ
れ
、
第
三
條
に
は

「
承
詔
必
謹
」

・こ
し
て

「謹
」
が
擧
揚
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
鬮
係

よ
り
し

て
、
十
七
條
の
主
眼
は
和
、
敬
、
謹
で
あ
る
・こ
読
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
そ
の
通
り
で
あ
る
が
然
し
こ
れ
だ
け
で
は
、

こ
の
三
ヶ

條
の
問

に
於
け
る
論
理
的
組
織
の
嚴
密
性
が
解
釋
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
然
し
こ
の
こ
、こ
の
解
釋
は
十
七
條

に
對
し
最
も
重
要
な
る

意
義
を
持
つ

で
あ
ら

う
。
こ
の
三
ヶ
條
の
骨
骼
に
於
て
す
べ
て
の
章
條
が
意
義
附
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

、

 

上

に

「
以
知
爲
貴
」
の
解
釋
は

「
無
杵
爲
宗
」
に
依
る
べ
き
で
あ
る
こ
ε
、
そ
し
て

「
無
忤
爲
宗
」
は
儒
教
的
で
な
く
、

寧
ろ
老
子
若
し

く
は
佛

敏
的
で
あ

る
こ
ε
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
徇
こ
の
和
の
眞
の
性
質
に
付
い
て
立
入
つ
た
考
察
を
殘
し
て
來
た
の
で
あ

る
。

こ

製
に
十
七
條
組
織
の
問
題
・こ
し
て
、
和
の
性
質
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
段
階

に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

「
和
」
は
同
じ
第

一
條
に
も
あ
る
や
う
に

「
上
和
下
睦
」
で
あ
り
、
單
純
に
和
睦
で
あ
り
、
人
ε
人
の
關
係

の

「
ナ
ゴ
ヤ
カ
」

な
る
こ
ε

で
あ
る
。
か

玉
る
意
味
の
和
は
、
如
何
な
る
教

に
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
然
し
こ
の
瘍
合
、

曹
の
教
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
和
が
最
も
適
切
な
關
係

で
あ
る
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

=
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豫
備

的
な
さ
ま
ん
丶
の
考
察
を
省
略
し
て
、
私
は
こ
れ
を
第
二
條
の
篤
敬
三
寳
章
に
於
て
解
羅
し
た
い
,こ
思
ふ
。

そ
し
て
叉
第

一
條
を
解



釋
す
る
こ
ε
に
向

つ
て
、
第

二
條
に
依

る
、こ
云
ふ
こ
、こ
は
、
組
織
的
に
甚
が
妥
當
で
あ

る
ざ
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

篤
敬

三
寳
章
は
、
三
寳
が
佛
法
僣
で
あ
る
こ
ε
を
明
示
し
て
ゐ
る
。

「
三
寳
者
佛
法
僣
也
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
三
寳
中

「僭
寳
」

は
抑
も

何
で
あ

る
か
で
あ
る
。
僣
は
元
來
單
純
に

「
和
合
」

の
義
で
あ
る
。
和
合
は
和
睦
で
あ
り
、
人
事
の
關
係
を
圓
滑

に
し
て
、

一
路
上
求
菩
提

の
方
向

に
專
心
す
る
姿
で
あ
る
。

第

一
條
の

「和
」
の
提
示
に
直
接
し
て
、
第

二
條
に

「
和
合
」
の
僣
寳
が
擧
ぴ
ら
れ
て
ゐ
る
親
密
な
關
係
よ
り
し

て
、

十
七
條
の
根
本
理

想
た
る

「
和
」
が
、
そ
れ
に
直
接
せ
る

「
和
合
」
僣
寳
の
精
紳
に
、
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
ーこ
す
る
こ
言
は
、
牽
強
附
會
性
を
離
れ
て
、

寧

ろ
甚
だ
穩
當
で
あ
る
,こ
考

へ
ら
れ
る
。

こ
の

こ
ざ
よ
り
し
て
、
第

一
條
の

「
和
」

,こ
第
二
條
の
篤
敬
三
寳

・こ
は
密
接
な
關
係
に
置
か
れ
る
の
み
な
ら
す
、

三
寳
が
佛
教
の
全
體
系

で
あ
り
、
理
論
ε
實
踐
・こ
の
兩
面
を
完
全
に
具
備
し
て
ゐ
る
こ
ε
よ
り
し
て

「
和
」
な
る
理
想
實
現
の
教
養
的
根
據

ε
し
て
佛
教

が
擧
揚
さ

れ
て
ゐ

る
も
の
ε
解
釋
し
て
支
障
な

い
ーこ
思
は
れ
る
。

「
和
」
に
向

つ
て
入
格
的
歡
養
の
論
理
關
係
は
か
や
う
に
し
て
確
立
さ
れ
た
。
從

つ
て

「
和
」
の
理
想
實
現
の
具
象
的
實
踐
、こ
し
て
、

第

三
條

の

「承
詔
必
謹
」
が
擧
揚
さ
れ
る
こ
・こ
に
な
る
の
で
あ

る
。

か

や
う
に
し
て
國
家
統
制
の

一
大
理
想
た
る

「
和
」
の
精
瀰

(第

一
條
)

ε
、
こ
の
理
想
に
關
す
る
論
理
的
根
據
(第

二
條
)
・こ
、
こ
の
理

想
を
實

現
す
べ
き
具
象
的
實
踐
の
根
本
指
針

(
第
三
條
)
ε
は
、
最
も
確
乎
た
る
姿
に
於
て
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

十
七
條
の
章
條

は
樣

々
に
區
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
結
局
こ
の
三
條
の
組
織
的
構
成
の
上
に
顯
は
れ
る
規
約
で
あ

る
。
從

つ
て
こ
の
三
條
の
精
祚
は
、

他

の
す
べ
て
の
章
條
の
血
脈
、こ
な

つ
て
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

=
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こ
の
考
察
よ
り
し
て
第
二
條
の
篤
敬
三
寳
章
が
孤
立
で
あ
る
、こ
云
ふ
考
の
適
切
で
な
い
こ
ε
を
證
明
す
る
こ
、こ
が
出

來
る
。

そ
し
て
こ
れ

・こ
共
に
.
孤
立
無
援
の
章
條
が
、
爾
來
佛
教
を
興
隆
さ
せ
た
ーこ
云
ふ
歴
史
的
現
實
に
於
け
る
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
・こ
が

出
來
る
。

そ
は

一
見

孤
立
無
援
の
如
く
で
あ

つ
て
、
而
も
そ
の
根
本
に
於
て
は
、
す
べ
て
の
章
條
の
血
脈

ε
し
て
、
精
祚
を
支

へ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章

十

大

受

の

配

當

闘
、

以
上

さ
ま
ム
丶
の
考
察
に
依
つ
て
、

法
律
・こ
道
徳
・こ
の
異
同
、

並
び
に
儒
教
ε
佛
教
ε
の
異
同
は
、

大
體
明
白

に
さ
れ
た
ε
考

へ
ら
れ

る
。
か

曳
る
關
係
を
基
礎

に
し
て
、
十
七
條
-こ
十
大
受
、こ
の
比
較
に
進
む
べ
き
で
あ
る
。
從
つ
て
十
七
條
・こ
十
大
受

ε
が
同
じ
内
容
、

同
じ

意
義
を
持
つ
ε
し
て
も
、
・そ
こ
に
は
法
律
、こ
道
獵
鴨こ
の
相
違
が
あ

ゐ
の
で
あ
り
、
叉
國
家
生
活
全
般

に
亘
る
十
七
憮
の
規
定
隔こ
、

主
・こ
し
て

上
求
菩
提
の
人
格
完
成
を
口
的
ε
す
る
十
大
受
-こ
の
聞
の
區
別
を
認
む
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
叉
そ
の
相
逹
の
根
柢

に
は
、

兩
者
共
に
個
人

的
に
人
格
の
完
成
を
期
す
る
ε
同
時
に
、
相
互
生
活
の
諧
調
を
實
現
す
べ
き
で
あ

る
ε
云
ふ
理
想
を
抱
持
し
て
ゐ
る
こ

・こ
を
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

二

、

十
大
受
は
上
求
菩
提
の
理
想
を
實
現
す
る
爲

に
立
て
ら
れ
た
る
實
踐
的
規
約
で
あ
り
、

叉
團
體
、こ
し
て
こ
の
目
的
を
逹
成
し
よ
う
ε
す
る

教
團
の
根
本
規
約
で
あ
る
。
僭
寳
精
紳
、
即
ち
教
團
精
紳
が
和
合
を
本

、こ
す
る
點

に
於
て
、
十
大
受
全
體
は
、

す
べ
て
憲
法
の
第

一
條
た
る

「
以
和
爲
貴
、
無
忤
爲
宗
」
の
精
紳
に
適
合
す
べ
き
筈
で
あ

る
。
從

つ
て
十
大
受
全
體
を

「
以
和
爲
貴
」
の
精
榊

に
配
當
す
る

こ
ε
が
出
來
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る
。

「
以
和
爲
貴
」

の

「
和
」
が
僭
寳
精
紳
で
あ
る
ーこ
解
繹
す
る
こ
ーこ
が
、
組
織
的
に
最
も
必
然
的
で
あ
る
こ
・こ
は
前

に
見
た
通
り
で
あ
る

が
、
そ

の
こ
ーこ
は
や
が
て
十
大
受
の
精
紳
そ
の
も
の
、こ
密
接
で
あ
る
こ
ε
を
表
示
す
る
。

か
く
て
十
大
受
は
、
憲
法
第

一
條
の

「
以
和
爲
貴
」
の
精
紳
に
配
當
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
時

に
叉
rl
の
r
l'11
は
第
二
條
の

「
篤
敬
三

寳
」
就
中
篤
敬
僭
寳
の
精
紳
に
配
當
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

42

 

三

、

+
大
受
の
第

一
は

「
世
璽
、
我
從
嵩今
日
↓
乃
至
コ菩
提
↓
於
二所
受
戒
↓
不
レ起
昌
犯
心
こ

で
あ

る
。
こ
れ
は
不
起
犯
心
-こ
し
て
十
大
受
を
.總
括
す
る
も
の
で
あ

る
・こ
考

へ
る
な
ら
ば
、

や
が
て
こ
の
第

一
受
の
不
起
犯
心
は
.
そ
の
目

的
に
於
て
、
叉
そ
の
内
面
的
自
覺

に
於
て
、

憲
法
の
第

一
條
、
第

二
條
に
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

、

十
大

受
の
第
二
は

「
不
起
慢
心
」
で
あ
る
。
曰
く

「
世
奪
、
我
從
二今
日
↓
乃
至
昌菩
提
↓
於
⇒諸
尊
長
↓
不
レ起
識慢
心
こ

⑨

で
あ
る
。
こ
れ
は
尊
長

に
對
し
て
傲
慢
心
を
起
さ
な
い
こ
、こ
で
あ
る
。
太
子
の
勝
鬘
經
義
疏
に
依
る
な
ら
ば
、

「
凡

そ
人
の
情
、
上
に
等
し

き
こ
ーこ
を
樂

ふ
が
故
に
慢
心
を
起
す
」
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
十
七
條
の
中
、
第
三
條
の

「
承
詔
必
謹
」
の
章
に
配
當
さ
れ
る
。

「承
詔
必
謹
」
章
は
、

國
家
統
制
の
中
心
た
る
國
體
の
宣
揚
で



あ
る
が
、
こ
の
こ
ーこ
は
君
臣
の
分
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
ーこ
で
あ
り
、
更
に
こ
れ
を

一
般
化
す
る
な
ら
ば
、

尊
長
に
對
し
て
慢
心
を
起
さ
璽

る
こ
ε

亀
密
接
に
關
係
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
理
由
に
依

つ
て
第
二
受
の

「
不
起
慢
心
」

は
、
第
三
章
の

「
承
語
必
謹
」
の
精
紳
に
配
當
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

五
、

十
大
受
の
第
三
は

「
不
起
恚
心
」
で
あ
る
。
曰
く

「
世
奪
、
我
從
嵩今
日
↓
乃
至
ユ菩
提
↓
於
昌諸
衆
生
↓
不
レ起
識
恚
心
己

�　　
,

で
あ

る
。
恚
心
に
關
し
、
太
予
の
義
疏
は
甚
だ
精
密
に
分
析
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
結
局
、
憲
法
第
十
條
の

「絶
忿
棄
瞋
」
章
に
配
當

さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
共

に
恚
心
を
抑
制
し
て
、
相
互
融
和
の
實
を
擧
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
以
つ
て

「
和
」
並
び
に

「
和
合
」

の
精
紳
を

實
現
す

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

六
、

十
大

受
の
第
四
受
は
嫉
心
の
抑
制
で
あ
り
、
帥
ち

「
不
起
嫉
心
」
で
あ
る
。
曰
く

「
世
尊
、
我
從
昌今

日
↓
乃
至

菩゚
提
↓
於
ユ
他
身
色
及
外
衆
具
↓
不
レ
起
工嫉
心
こ

で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
十
四
條
の

「
群
臣
百
寮
、
無
レ
有
識嫉
妬
己

、こ
同
じ
精
紳
で
あ
る
。
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十
大

受
の
第
五
受
は

「
不
起
慳
心
」
で
あ
り
、
貪
慾
性
の
抑
制
で
あ
る
。
曰
く

「
世
奪
、
我
從
昌今

日
↓
乃
至
昌菩
提
↓
於
昌内
外
法
↓
不
レ起
識慳
心
↓」

で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
五
條
の

「
絶
餮
棄
欲
」
に
配
當
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
章
に
於
て
は
、

貪
慾
性
の
抑
制
が
、

「
明
辨
訴

訟
」

の
爲
に
読
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
即
ち
司
法
の
嚴
正
を
實
現
せ
ん
が
爲

に
提
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

、こ
共
に
憲
法
第
十
二
條
は

「
國
司
國
造
、
勿
レ歛
昌
百
姓
乙

-こ
し
て
、
徴
税
的
に
、
叉
經
濟
的
に
貪
慾
性
を
抑
制

さ
れ
て
ゐ
る
。
從

つ

て

「
不
起
慳
心
」
は
、
こ
の
章
條
に
も
配
當
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

八

、

慳
心
、
恚
心
、
嫉
心
及
び
慢
心
は
、
佛
教

に
於
け
る
三
毒
の
煩
惱
で
あ
る
。
こ
れ
の
抑
制
が
三
受
・こ
な
つ
て
ゐ
る
。

從
つ
て
十
七
條
に
於

け
る
こ
れ
ら
の
關
係

せ
る
諸
條
は
、
結
局
佛
敏
に
於
け
る
三
毒
煩
惱
の
抑
制
・こ
内
面
的
に
密
接
な
る
關
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。

而
も
十
七
條

を
肇
め
た
ま

へ
る
も
太
子
で
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
受
の
註
繹
を
、義
疏
に
於
て
明
晰
に
し
た
ま

へ
る
も
太
子
で
あ
る
。

同

一
精
榊
の
顯
は
れ
が
、

法
制
的
に
實
現
さ
れ
た
も
の
が
十
七
條
で
あ
り
、
宗
歡
的
に
思
索
さ
れ
た
も
の
が
義
疏
で
あ
る
關
係
よ
り
し
て
、

こ
の
聞
の

一
致
性
は
甚
だ

豊
饒
で
あ
る
。

九

.

十
大
受
の
第
六
受
は
、
財
物
を
受
菩
せ
す
、
所
受
あ
ら
ば
貧
苦
の
人
々
に
布
施
し
よ
う
ε
云
ふ
誓
約
で
あ
る
。
曰
く



「
世
奪
、
我
從
ユ今
日
↓
乃
至
昌菩
提
↓
不
崑自
爲
レ
己
受
二菩
財
物
↓
凡
有
笥所
受
↓
悉
爲
レ
成
コ熱
貧
苦
衆
生
一」

で
あ
る
。
「
成
熱
貧
苦
衆
生
」
は
公
共
精
帥
の
發
露
で
あ
り
、
憲
法
第
十
五
條
の

「
背
私
向
公
」
の
精
祚
に
配
當
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
七
受
は
自
ら
の
爲
に
四
攝
法
を
行
は
ざ
る
誓
約
で
あ
る
。
曰
く

「
世
奪
、
我
從
二今
日
↓
乃
至
昌菩
提
↓
不
三自
爲
レ
己
行
昌四
攝
法
↓
爲
昌
一
切
衆
生

一故
、
以
ゴ
無
愛
染
心

・
無
厭
足

心

・
無
塁
礙
心
↓
攝
コ

受
衆
生
↓」

で
あ
る
。
自
利
を
捨
て
利
他
を
期
す
る
點
に
於
て
、
こ
の
受
も
亦
第
十
五
條
の

「
背
私
向
公
」
章
に
配
當
さ
れ
る
。

　　　
1第

八
受
、
第
九
受
、
共
に
利
他
の
精
紳
を
標
示
さ
れ
て
ゐ
る
點
に
於
て
、
す
べ
て
第
十
五
條
の

「
背
私
向
公
」
章
に
配
置
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
を
基
礎
・こ
し
て
、
十
七
條
・こ
十
大
受
-こ
の
配
當
關
係
を
圖
示
す
る
な
叙
ば
、

大
體
次
の
如
き
も
の
を
得
る
こ
¶こ
が
出
來
る

で
あ
ら

う
Q

憲
法
十
七
條

勝
鬘
經
十
大
受

一
、
以
和
爲
貴

十
大
受
全
部
、
帥
ち
僣
寳
和
合
精
紳
、
赫
に
不
起
犯
心

(
第

一
受
)

二
、
篤
敬
三
寳

十
大
受
全
部
、
特
に
不
起
犯
心

(第

一
受
)

三
、
承
語
必
謹

不
起
慢
心

(
第
二
受
)

四

、
以
禮
爲
本

不
起
慢
心

(
第
二
受
)

五
、
絶
餮
棄
欲

不
起
樫
心

(第
五
受
)
、
無
愛
染
心

(
第
七
受
)

六
、
懲
悪
勸
善

「
應
二折
伏
一者
、
而
折
二伏
之
↓
應
コ攝
受
一者
、
而
攝
昌受
之

」

(第
九
受
)

七
、
任
掌
不
亂
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八
、
早
朝
晏
退

九

、
信
是
義
本

1
O

'
絶
忿
棄
瞋

=

、
明
察
功
過

=

一、
勿
歛

百
姓

一
三
、
知

職

掌

一
四
、
無
有
嫉
妬

一
五
、
背
私
向
公

無
厭
足
心

(第
七
受
)

十
大
受
誓
約
の
精
棘

不
起
恚
心

(
第
三
受
)

不
起
慳
心

(第
五
受
)

唄
六
、
使
民
以
時

一
七
、
不
可
獨
斷

木
起
嫉
心

(
第
四
受
)

.成
熟
貧
苦
衆
生

(
第
六
受
)
丕
二自
爲
レ己
行
ユ四
攝
法
輔
(第
七
受
)
、
不
レ棄

昌捨
悪

律
儀
者
及
諸
犯
戒
者

↓

(第
九
受
)
、
不
起
犯
心
(第

=
爻
)

不
起
慢
心

(
第
二
受
)

輛
O

、

こ
の
配
當
に
於
て
、
甚
だ
適
切
な
も
の
も
あ
る
が
、
又
形
態
上
さ
ほ
,ご
適
切
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
然
し
そ
の
精
棘

ε
す
る
も
の
、

の
内
容

ε
す
る
も
の
に
於
て
、

一
定
の
脈
狢
を
持
つ
こ
ーこ
は
、
さ
ほ
,ご
困
難
な
し
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

噛

、

叉
そ
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然
し
こ
の
r)
'/)
に
關
し
二
の
注
意
を
必
要
ε
す
る
。

(
一
)

た
ε

へ
ば

「
任
掌
不
亂
」

・こ
か

「
使
民
以
時
」

-こ
か
云
ふ
章
條
の
や
う
に
、
十
大
受
中
適
切
な
も
の
ーこ
し
て

配
當
す
る
こ
ーこ
の
出

來
ぬ
も

の
瓦
あ
る
こ
ε
。

こ
れ

は
豫
備
的
に
初
に
注
意
し
た
や
う
に
、
十
七
條
は
國
家
統
制
の
根
本
法
で
あ
り
、
十
大
受
は
上
求
菩
提
の
爲
の
必
然

的
規
約
で
あ

つ

て
、
二

つ
の
も
の
玉
目
的
が
、
全
く

一
致
し
な
い
か
ら
起

る
こ
ーこ
で
あ

る
。
こ
の
黜
に
於
て
寧
ろ
世
間
的
、

行
政
學
的
傾
向
を
持

つ
て
ゐ
る

儒
敏
は
、
こ
れ
に
該
當
す
る
項
目
を
甚
だ
豊
か
に
持

つ
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
二
つ
の
も
の
玉
關
心
領
域
の
類
似
よ
り
來

る
の
で
あ
る
。

然
し

こ
れ
ら

の
根
砥
を
貫
く

一
つ
の
精
紳
的
基
調
は
、
形
式
的
表
現
の
表
面
性
を
超
越
す
る
。
そ
の
こ
ε
の

一
つ
の
顯
は
れ
が
、

各
章
條
の
論
理

的
読
明
方
法
に
、
佛
歡
敏
學
的
相
關
思
辨
法
が
探
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
ーこ
で
あ

る
。

(
二
)

た
、こ
へ
ば

「
不
起
慳
心
」
を

「
絶
餮
棄
欲
」
に
配
し
た
の
で
あ
る
が
、
憲
法
の
方
は
こ
の
こ
・こ
を

「
明
辨
訴
訟
」

の
實
踐
方
針
-こ

し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
叉

「
無
厭
足
心
」
を

「
早
朝
晏
退
」
に
配
し
た
の
で
あ
る
が
.

「
早
朝
晏
退
」

は
單
純
に
服
務
規
定
で
あ

る
、こ
も
考

へ
ら
れ
る
こ
ε
。

こ
の
こ
ーこ
も
亦
(
一
)
の
瘍
合

・こ
同
じ
や
う
に
、
憲
法
の
關
心
領
域

、こ
十
大
受
の
關
心
領
域

、こ
が

一
致
し
な
い
こ
ε
に
起
因
す
る
。

然
し
十

七
條
の
邁
徳
的
原
則
ε
な
る
も
の
を
明
細
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
佛
教
の
三
毒
煩
惱
の
抑
止
で
あ
り
、

帥
ち
貪
瞋
痴
若

し
く
は
食
瞋
痴
慢
の

抑
制
で
あ
る
。
こ
の
根
本
原
則
を
行
政
の
諸
種
の
瘍
合
に
適
合
さ
れ
て
ゐ
る
黜
は
甚
だ
多
い
の
で
あ

る
。

=

【、
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儒
教

的
表
現
の
拘
束
を
離
れ
て
、
内
容
の
翼
髓
を
伺
は
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
亦
二
つ
で
あ
る
。



(
一
)

第
二
條
に
篤
敬
三
寳
を
表
示
し
、
三
寳
を
以
て
四
生
の
絡
歸
、
萬
國
の
極
宗
で
あ
る
ε
し
、

枉
れ
る
を
直

す
の
は
三
寳
の
外
に
な

し
、こ
し
て
佛
數
を
重
靦
さ
れ
て
ゐ
る
こ
ーこ
Q

こ
れ
は
入
性
の
根
本
に
進
み

「
人
鮮
二尤
悪

こ

・こ
し
て
寧
ろ
性
善
觀
ε
も
云
ふ
べ
き
自
性
清
淨
心
に
根
據
を
求
め
、

こ
れ
に
依
つ
て
、
枉

れ
る
を
直
し
、
四
生
の
絡
麟
を
實
現
し
よ
う
ε
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
自
性
清
淨
心
は
太
子
の
佛
教
た
る
大
乘
歡
の
核
心
を
な

す
も
の
で

あ
り
、
叉
實
に
勝
鬘
經

一
經
の
骨
目
で
あ
る
。

こ
の
骨
目
よ
り
し
て
他
の
儒
教
的
敏
條
を
解
釋
す
る
の
は
當
然
で
あ
り
、

又
こ
れ
に
依
ら
ね

ば
翼
の
解
釋
ば
成
立
し
な

い
の
で
あ
る
。
先
き
に
十
七
條
中
、
篤
敬
三
寳
章
の
み
が
孤
立
し
て
ゐ
る
に
も
拘
は
ら
す
、

佛
法
興
隆
の
強
援
・こ

な

つ
た

、こ
云
ふ
考
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
の
で
あ

る
が
、
,
て

に
到

つ
て
こ
の

一
章
が
佛
法
興
隆
の
根
據
を
な
す
ーこ
共
に
、

十
七
條
に
於
け
る

道
徳
精

紳
の
精
髓
を
な
し
て
ゐ
る
こ
・こ
を
了
解
す
る
こ
ご
が
出
來
、
更
に
叉
王
法
、
佛
法
の
興
隆
が
、
歴
史
の
實
際
に
於
て
、

相
並
ん
で
實

現
さ
れ
た
こ
・こ
の
、
決
し
て
偶
然
で
な
い
こ
,こ
を
了
解
す
る
こ
ε
が
出
來
る
。
就
中
憲
法
十
七
條
創
立
の
年
を
去
る
こ

ーこ
四
十
年
に
し
て
大

化
改
新

ε
な
り
、
特
に
私
地
私
民
の
弊
を
離

れ
、
公
地
公
民
の
統
制
を
實
現
し
得
た
こ
ーこ
に
向
つ
て
は
、
貪
、
瞋
、
痴

、
慢
の
制
止
、

わ
け

て
貪
慾

心
の
抑
制

「
不
起
慳
心
」
の
精
紳
が
重
要
で
あ

つ
た
、こ
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
又

「背
私
向
公
」
の
精
神
の
基
礎
た
る

大
乘
的
利

他

の
信

行
が
重
要
で
あ

つ
た
¶こ
斷
定
す
る
こ
ーこ
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

(
二
)

紀
は
推
古
天
皇
十
四
年
秋
七
月
、
天
皇
は
皇
太
子
を
請
じ
て
勝
鬘
經
を
講
ぜ
し
め
た
ま

へ
る
こ
・こ
を
記
載
し

て
ゐ
る
。

叉
太
子
の

勝
鬘
義
疏
は
ま
こ
ε
に
明
細
に
し
て
明
快
で
あ
る
。
か
玉
る
大
乘
教
學
に
關
す
る
太
子
の
蘿
菩
よ
り
、
,
十
七
條
の
思
索
的
根
據
ε

し
て
、
當
然
佛
敏
歡
學
が
重
要
な
る
關
係
を
持
つ
べ
き
筈
で
あ
る
こ
ーこ
。

太
子
の
佛
教
歡
學

に
對
す
る
造
詣
は
、
單
に
習
得
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、

實
に
思
索
的
御
入
格
の
骨
髓
が
殆
ん
さ
大

乘
精
淋

で
あ
る
、こ
拜
察
さ
れ
る
。
理
論
に
於
て
實
踐
に
於
て
、
大
乘
教
學
精
紳
、
帥
ち
相
關
思
辨
の
論
理
、
利
他
饒
釜

の
熱
誠
、

加

ふ
る
系

48



統
的
秩
序
の
確
立
、
か

玉
る
望
ま
し
き
基
本
的
性
質
が
、
實
に
太
子
の
思
索
的
御
人
格
の
中
に
、
渾
然
融
合
し
盡
さ
れ
て
ゐ
る
。

か

エ
る
御

人
格
の
系
統
的
表
現
、こ
し
て
提
示
さ
れ
た
十
七
條
の
思
想
的
根
柢
を
、
單
に
文
字
的
解
釋
に
の
み
拘
束
し
絡
る
こ
、こ
は
、

寧
ろ
誠
に
避
く
べ

き
で
あ

る
。
か

玉
る
理
由
に
依

つ
て
十
七
條
は
、
文
字
的
表
現
以
上
の
も
の
に
擧
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

第
四
章

結

語

幽

、

太
子
御
偉
業
の
赫
灼
た
る
に
も
拘
は
ら
す
、
太
子

へ
の
後
世
の
理
解
は
、
必
す
し
も
完
成
的
で
は
な

い
。

こ
の
點
に
於
て
太
子
は
寧
ろ
御

不
邏
で
あ
る
・こ
さ

へ
も
申
上
け
る
こ
ε
が
出
來
る
。
そ
は
太
子
・こ
別
の
思
想
傾
向
を
採
ら
う
こ
す
る
人
々
は
、
徒
ら
に
太
子
を
非
議
し
、

叉

太
子
-こ
同
じ
教
學
を
奉
す
る
人
々
は
、
架
室
的
に
太
子
を
紳
秘
化
し
、
靈
怪
奇
異
の
領
域
に
昇
化
し
奉

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
間
に
立
つ
て

最
も
願

は
し
い
こ
、こ
は
、
太
子
の
翼
實
を
究
め
す
、
非
議
の
爲
に
非
議
せ
ん
こ
す
る
傾
向
を
排
除
す
る
・こ
共
に
、

贔
負
の
引
き
倒
し
に
絡
る

こ
ε
を
も
努
め
て
避
け
る
こ
ーこ
で
あ
る
。

「
あ
り
し
ま

玉
」
の
太
子
を
學
ぶ
こ
,こ
は
認
識
論
的
に
困
難
で
あ
る
で
あ
ら

う
。

然
し
最
も
的
確

な
る
推

理
に
依
つ
て

「
あ
り
得
る
」
太
子
の
御
入
格
を
學
ぶ
ーこ
云
ふ
こ
ーこ
は
最
も
願
は
し
い
こ
ーこ
で
あ

る
。

十
七
條
・こ
十
大
受
、こ
の
些
末
な

る
こ
の
研
究
も
亦
こ
の

一
端
に
係
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
、こ
が
同
時

に
國
家
の
統
制
-こ
宗
教

ご
の
關
係
に
關
し

て
、

少
く
ε
も
太
子

の
採
用

さ
れ
た
る
方
途
の

一
端
を
示
唆
し
得
る
な
ら
ば
、
ま
こ
ーこ
に
仕
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
ーこ
に
關
し
て
も
術
蠱
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
多

く

.の
も
の
を
殘
す
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
他

日
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

二

、
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太
子
を
學
ぶ
べ
き
直
接
の
資
料
は
、
多
く
は
無

い
・こ
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
甚
だ
乏
し
い
の
で
あ
る
。

一
千
三
百
餘
年
の
歳
月
は
、

す
べ
て

の
存
在

を
煙
霧
の
中
に
淌
滅
さ
せ
る
傾
を
持

つ
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
、
金
石
の
文
字
に
於
て
、
義
疏
の
筆
蹟
に
於
て
、

そ
の

他
多
か
ら
ざ
る
遺
品
に
於
て
、
あ
り
し
時
代
の
跡
を
直
接
に
學
び
得
ら
る
丶
こ
・こ
は
、
我
が
國
文
化
精
祚
の
全
般
に
向

つ
て
、

誠

に
喜
ぶ
べ

き

で
あ

る
。
か

」
る
乏
し
い
資
料
に
も
拘
は
ら
す
、
こ
れ
に
對
す
る
忠
實
な
る
研
究
は
、
恐
ら
く
我
が
文
化
精
紳
の
基
礎
た

る
も
の
玉
大
牛

を

示
唆

す
る
に
足
る
重
要
性
を
持

?
こ
考

へ
ら
れ
る
。

三

、

私
は
太
子
の
憲
法
十
七
條
を
學
ぶ
r
)
"/Jに
於
て
、
太
子
の
理
想
さ
れ
た
國
家
統
制
の
根
本
義
が
、
甚
だ
佛
敏
教
團
、

僣
怯
の
性
質
に
類
す

る
も
の
で
あ
る
こ
ε
を
拜
察
す
る
の
で
あ
る
。
上
に
考

へ
た

「
和
」
の
設
明
に
於
て
、
又
三
寳
奪
重
の
精
紳
に
於
て
、

單
純
な
る
法
制
國
家

で
は
な
く
、
完
全
な
る
人
格
者
の
集
團

ε
し
て
の
國
家
を
理
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
ーこ
考

へ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

曾
て
プ
ラ
ト
ー
は

「
理
想
國
」

に
於
て
、
哲
人
を
主
腦
者
Σ
す
る
國
家
の
合
理
的
で
あ
る
こ
,こ
を
提
唱
し
た
。
こ
の

「
理
想
國
」

に
關
し

あ
る
日
、
人
が
、

「
あ
な
た
の
理
想
國
は
何
時
實
現
す
る
の
で
す
か
」

-こ
訊
ね
た
こ
ε
が
あ

つ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
プ

ラ
ト
ー
は
、

「
國
王

の

一
皇

子
が
哲
學
者
に
な
つ
た
時

に
」
ε
答

へ
た
。
こ
の
こ
ーこ
を
叙
述
し
て
、
ガ
ー
ネ
ツ
ト
は
、

「
然
し
プ
ラ
ト
ー
が

こ
れ
を
書

い
た

一
世

ca　

紀
前
に
、
國
王
の

一
王
子
が
哲
學
者
に
な

つ
て
ゐ
る
。
帥
ち
佛
陀
で
あ

る
。
こ
れ
は
注
意
に
値
す
る
こ
ご
で
あ
る
」
司
ひ

て
ゐ
る
。

佛
陀
は

然
し
な
が
ら
純
粹
に
出
世
聞
の
哲
學
者
で
あ

つ
た
爲
に
プ
ラ
ト
ー
的
理
想
國
に
は
進
ま
れ
な
か
つ
た
。

こ
れ
に
反
し
て
聖
徳
太
子
は
世
聞
出

世
間
の
爾
道
を
總
括
さ
れ
、
皇
太
子
に
し
て
天
皇
事
を
行
ひ
た
ま

へ
る
の
で
あ
る
。
出
世
聞
的
哲
人
の
理
想
を
以
つ
て
、

現
實
的
世
間
の
統

制
を
企
圖
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
玉
る
理
想
、こ
態
度
-こ
を
以
つ
て
統
制
さ
れ
た
の
が
、
憲
法
十
七
條

に
依
る
國
家
の
組
織
で
あ

る
、こ
す
る
こ
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ご
が
出

來
る
。
こ
の
こ
・こ
誠
に
法
制

、こ
宗
敏
的
入
格
完
成
-こ
の
蘭
係
に
鬮
し
て
示
唆
多
き

一
つ
の
歡
訓
で
あ
る
。

四
、

今
歳
太
子
の
薨
去
を
距
る

咽
千
三
百
十
七
年
、
當
時
の
暦
二
月
二
十
二
日
の
正
忌
ま
さ
に
今
日
よ
り

一
週
日
を
殘
す

の
み
で
あ
る
。

「
そ

の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」
は
、
恰
も
今
月
今

日
で
あ
る
。
太
子
中
心
の
文
化
に
關
し
、
學
ぶ
べ
き
他
の
多
く
の
も

の
を
殘
し
、

匆
忙
の

間

に
、

し
ば
ら
く
こ
の
稿
を
閉
ぢ
、
大
方
の
叱
正
を
仰
ぐ
・こ
共
に
、
謹
ん
で
他
目
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
三
月
十
六

日
稿
)

(1)

註
憲
法
十
七
條

一
日
、
以
レ
和
爲
レ貴
、
無
レ
忤
爲
レ
宗
。
入
皆
有
レ黨
、
亦
少
二逹
者
殉
是
以
或
不
レ順
昌君
父
↓
乍
違
晶干
隣
里
一。
然
王
和
下
睦
、
諧
二於

論
7
事
、
則
事
理
自
通
、
何
事
不
成
。

1
1II
'
篤
ユ敬
三
寳
岶
三
寳
者
佛
法
僣
也
。
則
四
生
之
絡
歸
、
萬
國
之
極
宗
。
何
世
何
入
非
レ
貴
二是
法
叩
人
鮮
二
尤
惡
弔

能
敦
從
之
。

其
不
レ麟
コ三
寳
↓
何
以
直
,枉
。

三
日
、
承
レ
詔
必
謹
。
君
則
天
之
。
臣
則
地
之
。
天
覆
地
載
、
四
時
順
行
、
萬
氣
得
レ
通
。
地
欲
レ
覆
〆
天
則
致
レ
壞
耳
。

是
以
君
言
臣

承
。
上
行
下
糜
。
故
承
γ詔
必
愼
。
不
レ謹
自
敗
。

四
臼
。
群
卿
百
寮
、
以
γ禮
爲
レ本
。
共
治
r
民
之
本
、
要
在
二乎
醴
叩

上
不
レ禮
而
下
非
レ
齊
。
下
無
レ禮
以
必
有
γ
罪
。
是
以
射
臣
有
γ醴
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位
次
不
レ
亂
。
百
姓
有
μ禮
、
國
家
自
治
。

五

日
、
絶
〆餮
棄
〆欲
、
明
辨

ユ訴
訟
幻
其
百
姓
之
訟
、

】
日
千
事
、

一
日
徇
爾
、
況
乎
累
歳
。
頃
治
μ訟
者
、
得

γ利
爲
レ常
、
見
ン賄
聽

〆
講
、
便
有
財
之
訟
、
如
昌石
投
ジ
水
、
乏
者
之
訟
、
似
二水
投
石
幻
是
以
貧
民
則
不
伊知
ユ所
由
殉
臣
道
亦
於
焉
闕
。

六
日
、
懲
γ悪
勸
γ善
、
古
之
良
血
ハ。
是
以
無
γ匿
⇒人
惡
唖
見
γ惠
必
匡
。
其
詔
詐
者
、
則
爲
7覆
二國
家

一之
利
器
占
、

爲
卞
絶
コ入
民
一之

鋒
劔
上
。
亦
侫
媚
者
、
對
γ上
則
好
読
二下
過
鴨
逢
レ
下
則
誹
二謗
上
失
弔
其
如
此
人
、

皆
無
γ忠
晶於
君
↓

無
レ仁
識
於
民
叩

是
大
亂
之
本

也
。

七
日
、
人
各
有
識任
掌
ゆ
宜
γ不
〆濫
。
其
賢
哲
任
ン官
、
頌
音
則
起
。

奸
者
有
〆官
、

蝸
亂
則
繁
。
世
少
⇒生
知
↓
剋
念
作
レ聖
。
事
無
コ

大

少
↓
得
〆人
必
治
。
時
無
コ急
綏
↓
遇
レ賢
自
寛
。

因
レ
此
國
家
永
久
、
瓧
稷
勿
レ
危
。

故
古
聖
王
、

爲
レ官

以
求

レ人
、

爲
レ
人
不
レ
求

レ
官
。

八

日
、
群
卿
百
寮
、
早
朝
晏
退
。
公
事
鹽
糜
、
絡

日
難
レ蠱
。
是
以
遲
朝
、
不
レ逮
昌
干
急
殉
早
退
必
事
不
財藩
。

九

日
、
信
是
義
本
、
毎
事
有
レ信
。
共
善
惡
成
敗
、
要
在
コ于
信
刈
群
臣
'̀
111II
'
何
事
不
レ
成
⑩
群
臣
無
γ111II'
萬
事
悉
敗
。

十
日
、
絶
レ忿
棄
レ瞋
、
不
レ
怒
ユ人
違
ゆ
入
皆
有
レ
心
、
心
各
有
γ執
。
彼
是
則
我
非
。
我
是
則
彼
非
。
我
必
非
レ聖
。
彼
必
非
ド愚
。

共

是

凡
夫
耳
。
是
非
之
理
、
甜
能
可
レ定
。
相
共
賢
愚
、
如
コ環
無
7
端
。
是
以
彼
人
雖
レ瞋
、
還
恐
識我
失
殉
我
獨
雖
レ
得
、
從
レ
衆
同
擧
。

十

一
日
、
明
昌察
功
過
↓
賞
罰
必
當
。

日
者
賞
不
レ在
レ
功
。
罰
不
レ在
レ罪
。
執
レ事
群
卿
、
宜
レ
明
⇒賞
罰
叩

十

二
日
、
國
司
國
造
、
勿
レ歛
二百
姓
弔
國
非
二二
君
↓
民
無
二兩
圭
殉
率
土
兆
民
、
以
ゼ
王
爲
レ圭
、
所
任
官
司
、
皆
是
王
臣
。

何
敢
與

公

、
賦
二歛
百
姓
殉

十
三
B
、
諸
任
官
者
、
同
知
職
掌
。
或
病
或
使
、
有
レ
闕
昌於
事
殉
然
得
ン知
之
日
、
和
レ
如
二曾
識
殉
其
以
レ
非
二與
聞
↓

勿
レ
防
昌公
務
り
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(2)

十
四
日
、
群
臣
百
寮
、
無
レ
有
識嫉
妬
～
我
既
嫉
レ
入
、
人
亦
嫉
レ
我
。
嫉
妬
之
患
、
不
レ知
二其
極
弔
所
以
知
勝
昌於

己
蝿
則
不
〆
悗
。

才

優
昌於
己
↓
則
嫉
妬
。
是
以
五
百
之
乃
今
遇
レ賢
、
千
載

以
難
レ
待
昌
一
聖
喝
其
不
レ得
二賢
聖
↓
何
以
治
レ
國
。

十
五
日
、
背
γ
私
向
レ公
、
是
臣
之
道
矣
。
凡
人
有
レ私
必
有
レ
恨
。
有
レ憾
必
非
レ
同
。
非
ノ同
則
以
レ
私
妨
レ公
。

憾
起
則
違
レ制
害
レ法
。

故
初
章
去
、
上
下
和
諧
、
其
亦
是
情
歟
。

十
六
日
、
使
レ
民
以
μ時
、
古
之
良
典
。
故
冬
月
有
聞
、
以
可
レ使
レ民
。
從
〆春
至
レ
秋
、
農
桑
之
節
、
不
レ
可
レ
使
レ
民
。

其
不
〆農
何
食

不
レ桑
何
服
。

十
七
日
、
夫
事
不
レ
可
二獨
斷
↓
必
與
レ衆
宜
レ論
。
少
事
是
輕
、
不
レ
可
昌
必
衆
鱒
唯
逮
7論
二大
事

一、

若
疑
レ
有
γ
失
。
故
輿
レ衆
相
辨
、

辭

則
得
γ理
。

勝
鬘
經
十
大
受
章

世
奪
、
我
從
昌今
a
一乃
至
⇒菩
提
↓
於
ユ所
受
戒
↓
不
レ起

ぬ犯
心
殉
(第

一
受
)

世
尊
、
我
從
員今
日
一乃
至
昌菩
提
↓
於
ユ諸
奪
長
↓
不
レ
起
笥
慢
心
つ
(第
二
受
)

世
尊
、
我
從
識今
日
一乃
至
二菩
提
↓
於
昌諸
衆
生
↓
不
〆起
二恚
心
一
(第
三
受
)

世
尊
、
我
從
識今
日
碕乃
至
コ菩
提
↓
於
昌他
身
色
及
外
衆
具
鴨
不
レ
起
昌嫉
心
鴨
(第
四
受
)

世
奪
、
我
從
昌今
日
一乃
至
ポ菩
提
↓
於
⇒内
外
法
↓
不
レ
起
昌慳
心
ゆ
(第
五
受
)

世

尊
、
我
從
識今
日
一乃
至
二菩
提
↓
不
蠶自
爲
レ己
受
二蓄
財
物
↓
凡
有
昌所
受
↓
悉
爲
レ
成
二熟
貧
苦
衆
生
叩
(第
六
受
)

世
奪
、
我
從
昌今

日
一乃
至
鳥菩
提
↓
不
三
自
爲
レ
己
行
口四
攝
法
↓

爲
二

切
衆
生
一故
、

以
昌無
愛
染
心

・
無
厭
足

心

・
無
墨
礙
心
↓
攝
二

受
衆
生
弔
(
第
七
受
)
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(12)(11)(ユ0)(9)(8)(7)(6)(5)(4》(3)

世

尊
、
我
從
昌今
日
一乃
至
瓢菩
提
一、
若
見
ね孤

・
獨

・
幽
繋

・
疾

・
病
種
種
厄
難

・
困
苦
衆
生
一、

絡
不
昌暫
捨
弔
必
欲
職安
穩
一、
以
レ

義

饒
釜
、
令
レ
腕
ユ衆
苦
ゆ
(
第
八
受
)

世
霹
、
我
從
コ今
日
一乃
至
昌菩
提
↓
若
見
二捕

・
養

・
衆
悪
律
儀
者
及
諸

犯
戒
者
↓
絡
不
昌棄
捨
殉
(第
九
受
)

世
尊
、
我
從
昌今
日
一乃
至
昌菩
提
↓
攝
ゴ受
正
法
↓
絡
不
菖忘
失
㊨
(第
十
受
)

T
ie
g
e
l,
E
n
c
y
c
lo
p
�
d
ie
,
　

5
0
3
.

K
a
n
t
,
K
ritik

d
e
r

p
ra
k
tis
ch
en

V
e
rn
u
n
ft,
　

7
.

湯

本

武

比

古

、

石

川

岩

吉

共

編

『
日

本

倫

理

史

稿

』

一
〇

一
頁

同

所

久

米

邦

武

『
上

宮

太

子

實

録

』

六

八

-

九

頁

論

語

、

憲

問

第

十

四

『
勝

髱

經

義

疏

』

(
大

日

本

佛

教

全

書

本

、

六

頁

下

)

同

所

註

②

參

照

T
h
e

re
p
u
U
lic

o
f

P
lato
,
tra
n
sla
te
d

b
y

H
.
S
p
e
n
s,
in
tro
d
u
c
tio
n
,
p
.
1
4
.
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